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令和２年まちづくり懇談会 顛末書 
 

開催日時 令和 2年 1月 26日（日）14:00 ～ 15:03 

会  場 静内生活センター 

自治会名 御幸町第 4自治会、御幸町第 5自治会 

出 席 者 【町側】 

大野町長、本庄副町長、髙野教育長、坂総務部長、岩渕総務部参事監、 

米田住民福祉部長、渡辺健康生活部長、藤沢健康生活部参事監、 

酒井建設部長、上田教育部長、渡辺医療介護対策室主幹、柴田企画課長、 

村岡企画課主幹 13人 

【自治会側】 

25人（男性 16人、女性 9人）のほか町議会議員 1人 

 
≪顛末内容≫ 

主   な   内   容 

開  会 柴田企画課長 14:00～ 

町長挨拶 大野町長 

 お疲れさまでございます。 

 新年が始まり、あっという間に 1月が終わろうとしています。 

 最近のニュースの中で、中国で発生しているコロナウイルスが入ってくるのか

すごく心配していまして、札幌市などはいろいろな観光客の方が来ているのでこ

の時期は心配ですが、観光客の皆さんはマスクをしながら歩いていました。自主

防衛のためマスクの着用や手洗いを行っていただきたいと思います。コロナウイ

ルス以外にもインフルエンザが流行していますので、皆さんも体に気を付けて健

やかに過ごしていただきたいと思います。 

 今日は、町から 3 点話題提供させていただきますが、常日頃から思っているこ

とがありましたら限られた時間ですが活発にご意見をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

職員紹介 柴田企画課長 

資料説明 
坂総務部長  

1.使用料・手数料の改定について 

藤沢健康生活部参事監 

2.介護サービス事業及び病院事業の経営改善に向けて 

渡辺健康生活部長 

3.出前講座のご案内 
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質  疑 

自治会員Ａ 

 

 

 

 

 

酒井建設部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本庄副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会員Ａ 

 

酒井建設部長 

 

 

自治会長 

 

 

 

 

米田住民福祉部長 

 

 

 

 

 下水道の受益者負担金について、今後下水道に接続する方にどんな考えを持っ

ているか。自分の家の前の道路が舗装になったから受益者負担を払ってください

という制度はない。しかし、住んでいる地域は下水道が入っているため、入って

いない地域との均衡を保つために受益者負担が必要だと説明があった。変わって

いないか。 

 

 受益者負担金制度は、下水道管が通ったことによって生活の利便性が良くなり

土地の付加価値が上がるため、法律で負担していただくことになっています。金

額は、工事にかかった全てを地先の方からいただくのではなく、工事費などの一

部を地先の住宅などの土地の所有者、または土地を借りている方に負担していた

だいている制度です。どこの都市でも同じように実施しています。静内地区は平

成元年から下水道整備を行い、昨年末から入船地区を実施し、概ね市街地の下水

道管の整備は終わっています。普及率は約 85％で、せっかく整備した管ですし、

家庭環境も清潔になり、トイレも水洗化になりますので、残りの 15％の方にも設

置いただけるよう町でＰＲしています。 

 

 道路も本来は特定の方が使う場合はその費用を負担してもらうのですが、道路

は公共性があまりにも強いため 10 分の 10 を税負担すると決めているので、受益

者負担がないわけではありません。公園や図書館など町民が平たく利用できるも

ので、特定の方が受益を受けるものではないものは税で負担しています。受益者

負担の原則は、特定の方だけが受益を受ける場合、住民票の発行など自分が何か

の目的でその受益を受けたい場合に料金が発生する仕組みになっています。高速

道路は、普通の道路も通れるのに受益を受けるために料金が発生しています。水

道や下水道は、その収益でその事業を賄うものは法律に基づいて料金をいただき、

その料金収入で管の更新や汚水をきれいな水にして流しており、道路などとは性

質が違います。 

 

受益者負担金の金額は以前と変更しているのか。 

 

 受益者負担金は、この地区は 1 平方メートル当たり 380 円、郊外では 420 円や

450円と地区で分けています。設置当初から金額の変更はしていません。 

 

 生活館の運営委員会について、総会の席上で話があり、使用料が 1 時間につき

一律 130 円になる。料金が下がるため利用しやすくなるが、施設の修繕などは全

て運営委員会で実施することになると生活館の運営が難しくなる。その点につい

てどのように考えているか。 

 

 生活センターの運営は、使用料と町からの補助金で運営していると思います。

使用料が少なくなり運営ができないということですが、他の生活館なども同様で、

今後の状況を見てどのように対応するか考えていきたいと思います。 
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自治会長 

 

 

 

 

米田住民福祉部長 

 

 

自治会長 

 

 

 

本庄副町長 

 

 

 

 

 

 

自治会長 

 

 

 

本庄副町長 

 

 

 

 

自治会員Ａ 

 

 

 

 

 

本庄副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 生活館の管理人手当を大幅に削減して協力していただいている。トイレも男性

用は和式の便器になっているため、洋式への変更をお願いしたが、町では予算が

ないため運営委員会で実施してほしいという返答であった。これでは運営する意

味がないため、管理人を置かず全て町で管理をお願いしたいということになる。 

 

 生活館でも町が直営で運営しているところがあります。その場合でもトイレの

改修は段階を踏んで実施しています。すぐに約束できるものではありません。 

 

 和室の畳もひどく、要望しても予算がないという。利用してもらうのにお金を

もらえる状態でない。早急に実施してもらわなければ生活館の運営自体ができな

くなってしまう。 

 

 建物がこの 10年間で様変わりしています。この生活センターは葬儀の数が多数

あって、財源的に一番潤沢な会館だったと思います。これまでの修繕も運営委員

会で実施していたと思いますが、現在は葬儀の多くが葬儀社で実施するため収入

が無くなっているので、全般的に考えなければならないと思います。このセンタ

ーの運営について検討したことが無いため、極端に収入が減少している会館の一

つであるため検討する時間をいただきたいと思います。 

 

 現在も利用される方は多数いる。運営委員会でも努力したが、昨年度の決算は

赤字だった。赤字分を町で負担してくれるのかとなるとそうではない。更に値下

げされれば運営ができなくなる。早急に検討していただきたい。 

 

 今回の見直しは、町民の方がわかりやすいように過去 4 年間に全館で町が負担

してきた経費などでコスト計算をしています。特殊性を全く勘案していません。

運営費や老朽化した建物の考え方を整理させていただきますので時間をいただき

たいと思います。 

 

 静内地区の生活館の使用料は、自治会が勝手に決めていたため過去にはばらば

らだった。その後、統一料金にするために町が検討し、静内生活センターの基準

を他の生活館の基準にした。現在はどこの会館も赤字になっている。赤字が続く

会館は運営委員会ではいらないということになる。全く使われていない会館もあ

る。そういうものをどうするか前から問題になっていて結論が出ていない。 

 

 合併した時に静内地区と三石地区の料金は大幅に違いました。自治会活動は減

免するため、料金的にこれまで大きな問題にはなりませんでした。各会館の利用

について個別に料金を決めるのは自治会活動の拠点としてはふさわしくないた

め、かかっている費用もプールさせていただきました。葬儀がほとんど無くなっ

たというのがばらつきを必要としない一番の理由です。使っていない会館は 3 年

前からファシリティマネジメントで集会施設の統廃合を実施してきており、一つ

の地区に複数の施設がある地区がたくさんあります。それを集約して壊すもの、

生かすものに分けて計画の順番で改修をしています。三石地区では連合自治会組
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大野町長 

 

 

 

 

 

 

織の中で 1 つの集会施設を整備することとしています。このセンターはどのよう

な改修計画になっているのか確認します。施設ごとに個別のカルテを作っていま

すので、計画を確認して、次回皆さんに報告させていただきたいと思います。 

 

 生活館はいろいろな見直しを行い進めてきていますが、一番問題になるのが自

分たちの収入や施設を壊す時に住民の方々の理解を得るのがすごく困難です。担

当者も地域に入り、縮小や集約することを実施していますが、地区から猛反発を

くらいます。我々としては、使っていないものや改修しないもの、これ以上手を

つけられないものは整理し、残す施設に投資していかなければならない。そのバ

ランスを取りながら実施しています。今しばらく時間をいただき検討させていた

だきたいと思います。 

意見交換 

自治会員Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田企画課長 

 

 

 

 

 

 

 

上田教育部長 

 

 

 

 

ＪＲ日高線のバス転換について、バスで苫小牧に行く場合、始発のバスが朝 5

時で、帰りは最終バスで苫小牧を 18時 10分に出発して、静内につくのは 21時で

す。このくらい不便です。日高線が無いことは住民に負担を強いている。 

 次に、道南バスが町内を循環しているが、大きいバスが必要なのか。こういう

ものはすぐに再検討してほしい。 

 次に、乗馬施設は、冬は利用者がほとんどいない。当時は毎年 4,000 万円の赤

字だった。現在はどの程度の赤字になっているのか。 

 次に、静寿園は入所者がたくさんいるが、その人たちの財産や金銭は職員が扱

っている。これは成年後見人制度との関連が出てくる。明快な方針を出しておか

ないと事件がおきてからでは遅い。 

 次に、三石国保病院の入院病床を無くすことは大反対である。この点は町長の

政治性とも関連するのでお答え願いたい。 

 次に、国民健康保険税が高いことは全国的な問題になっているが、会社を辞め

てしまうと健康保険は使えなくなるため任意継続制度がある。しかし、料金は事

業主負担もあるため 2倍の料金になる。2倍の料金と国民健康保険税と比較すると

国民健康保険税の方が高い。そのため任意継続制度を使っているのが現状である。

町民の共通した心配ごとである。 

 

 ＪＲ日高線は、昨年 11月にバス転換に向けて正式に協議を始めることになりま

した。これからいろいろな議論があると思います。この件は、我が町の考えだけ

では進めることはできず、他町の意見もありますし、道南バスを含めた地域内公

共交通を整理していかなければなりません。ご要望もいろいろあると思いますが、

我々も市街地循環線があのままで良いと考えていません。それも含めてできるだ

け多くの方々が納得していただけるものを作っていけるようにしていきたいと思

っています。 

 

 乗馬施設は、サークルや学校で冬季も使用しています。それらの団体は、平成

29年度では年間 7,000人、平成 30年度では 6,300人程度が利用しています。減免

や一部免除などとしているものもありますが、赤字額は手持ち資料がないのでわ

かりません。馬は生き物ですから 24時間管理をしているため赤字は出ています。
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本庄副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会長 

 

 

 

柴田企画課長 

 

 

 

 

 

自治会長 

 

 

 

最近は施設に来てもらうのではなく、小学校全校に出向き馬に触れる機会を作っ

ています。活用策についても検討しながら多くの町民に利用してもらうよう努力

していますのでご理解いただきたいと思います。 

 

 静寿園の入所者の財産の件については、成年後見人制度を含めて適正に管理し

ています。ご心配していただきましてありがとうございます。 

 三石国保病院の入院病床を残すべきだという意見は、ご意見として受け止めさ

せていただきます。詳しい内容は、後日の住民説明会で行いますが、実際に入院

病床の稼働率が 50％前後にまで落ちてきています。療養病床だけであるため、新

たに入院する方が少なく、稼働率が上昇しません。静内病院も稼働率は 60％程度

です。三石国保病院の入院施設だけで 1 億円以上の赤字になります。現在満床の

病院をやめるのではなく、現実に利用者が少ない施設は統廃合を考えていかなけ

れば財政的に苦しくなることをご理解いただきたいと思います。 

 国保税が高い件は、社会保険を脱退した場合は、2年間の任意継続制度が選択で

きます。健康保険は互助制度のため加入者がそれぞれの拠出によって保険料を原

資にして医療給付を行う仕組みになっているため、1町だけ安くするものではない

のでご理解いただきたいと思います。 

 

 ＪＲの件で、各町では有利なことを考えて案を出すと思うが、ＪＲがどういう

ことでバス転換するのか、基本線を出していただいて、その後各町で肉付けした

方が速やかに移行できるのではないかと考える。1日も早く運行開始してほしい。 

 

 ＪＲ側から 7 町の意向も踏まえつつ、いくつかプランを出していただきながら

整理しているところです。7町全ての折り合いがつかなければ合意に達しません。

2 月後半にはこの点について新ひだか町としてＪＲとどのような考え方で向き合

っていくかということの住民説明会の開催を予定していますのでご案内させてい

ただきたいと思います。 

 

 えりも町から札幌市までバスを運行するとなると、バス 1 台を走らせるために

ドライバーを 3 人雇用しなければならない。午前 2 台、午後 4 台とすると 6 台と

なり、最低でも 20人のドライバーを確保しなければ運行できない。ＪＲも簡単に

結論は出さないと思う。なるべく早く結論を出していただいて、住民の足を確保

していただきたい。  

閉会挨拶 大野町長 

いろいろなご意見をいただきましてありがとうございました。 

ＪＲの件は、いろいろな問題が山積みになってくると思います。7町でどういう

ラインを作るのかということが一番重要です。新ひだか町だけでＪＲと協議する

のであればすぐできると思いますが、管内 7 町を見た中でどういうあり方が良い

かとなると、新ひだか町で我慢しなければならないことや譲れないものが出てく

るかもしれません。それを町民の皆さんに相談していたら時間がかかりますので、

基本的にこういう方針にするということは皆さんと意見交換しますが、その先は

任せていただいて管内全体のことを考えて進めていきたいと思います。現在の代
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行バスと道南バスが走っているもの以上にしなければ意味が無いと思いますの

で、そこだけは確実にお約束したいと思います。 

病院の件ですが、この提案を 4 月から実施するものではありません。こういう

形にしたいということをご理解いただきながら、一刻も早く実施したいと思いま

す。時期はわかりませんが、実施しなければ地域から病院が無くなります。民間

の病院しか無くなるかもしれません。町立病院は、皆さんからの税金で運営して

いるので、いろいろなことを考えられますが、改革をしながらやっていかないと

病院が無くなる時代が来ると思います。 

和寒町では、病床を無くすことを発表しています。そこの地域にいる方が入院

する場合は、40 キロ走らなければ入院する病院がないということが現実に北海道

の中でも出ています。この町は、その点では恵まれていると思いますが、改革を

しなければ将来病院を維持することはできないと思っています。住民が少なくな

り収入も無くなるため、使いたくても使えなくなる。一方で道路や下水道などは

変わりませんので維持していけなくなっていきます。それがきちんとできるよう

に、なおかつ、病院を維持するためにはこの形を一刻も早くやっていきたいと思

っています。 

本日はありがとうございました。 

閉  会 15:03  終了 

 


